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す
る
。 

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
北
海
道
拓
殖
銀
行
に
対
す
る
業
務
改
善
命
令
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付 
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一 

 



 

四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

一
に
つ
い
て 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

業
務
改
善
命
令
は
、
拓
銀
と
い
う
特
定
私
人
を
名
あ
て
人
と
す
る
不
利
益
処
分
で
あ
り
、
名
あ
て
人
以
外
の
者
へ
開
示
す

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
命
令
書
の
全
文
の
提
出
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
概
要
に
つ
い

て
は
お
示
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 

御
指
摘
の
北
海
道
拓
殖
銀
行
に
対
す
る
業
務
改
善
命
令
（
以
下
「
業
務
改
善
命
令
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
九 

 
 

年
十
一
月
十
七
日
、
大
蔵
省
に
お
い
て
、
大
蔵
省
銀
行
局
銀
行
課
長
内
藤
純
一
が
、
株
式
会
社
北
海
道
拓
殖
銀
行
（
以
下 

 

「
拓
銀
」
と
い
う
。
）
常
務
取
締
役
相
川
信
一
に
、
命
令
書
を
手
交
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

拓
銀
に
お
い
て
は
、
受
皿
銀
行
に
そ
の
業
務
を
承
継
す
る
ま
で
の
間
、
日
本
銀
行
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
六
十
七
号
） 

命
令
書
は
、
Ａ
4
判
二
ぺ
ー
ジ
に
よ
っ
て
記
載
で
き
る
分
量
の
も
の
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
北
海
道
拓
殖
銀
行
に
対
す
る
業
務
改
善
命
令
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

六
に
つ
い
て 

4 

1
か
ら
3
ま
で
の
実
施
状
況
を
大
蔵
省
に
適
宜
報
告
す
る
こ
と
。 

3 

資
産
の
悪
化
を
招
く
貸
出
し
の
実
行
、
著
し
く
高
金
利
の
預
金
受
入
れ
な
ど
資
産
内
容
の
一
層
の
悪
化
を
招
く
行
為
は

行
わ
な
い
こ
と
。 

2 

不
良
債
権
の
管
理
、
回
収
の
強
化
を
図
る
こ
と
。 

1 

与
信
審
査
態
勢
の
充
実
、
強
化
を
図
る
こ
と
。 

拓
銀
に
お
い
て
は
、
資
金
繰
り
の
行
き
詰
ま
り
に
伴
い
、
今
後
の
業
務
継
続
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
日
本
銀

行
法
第
二
十
五
条
に
基
づ
く
貸
付
け
に
よ
る
資
金
提
供
を
受
け
営
業
を
継
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
受
皿
銀
行
に
そ
の
業

務
を
承
継
す
る
ま
で
の
間
、
適
切
な
業
務
運
営
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
平
成
九
年
十
一
月
十
七
日
、
拓
銀
の
業
務 

第
二
十
五
条
に
基
づ
く
貸
付
け
に
よ
る
資
金
を
原
資
に
貸
出
し
等
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
資
産
買
取
り

等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
資
産
の
悪
化
を
招
か
な
い
よ
う
対
応
を
図
る

必
要
が
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
拓
銀
に
対

し
て
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
命
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 



 

七
に
つ
い
て 

3 

資
産
の
悪
化
を
招
く
貸
出
し
の
実
行
、
著
し
く
高
金
利
の
預
金
受
入
れ
な
ど
資
産
内
容
の
一
層
の
悪
化
を
招
く
行
為
は

行
わ
な
い
こ
と
。 

2 

不
良
債
権
の
管
理
、
回
収
の
強
化
を
図
る
こ
と
。 

1 
与
信
審
査
態
勢
の
充
実
、
強
化
を
図
る
こ
と
。 

拓
銀
か
ら
、
業
務
改
善
命
令
を
遵
守
す
る
た
め
体
制
面
の
整
備
を
行
う
べ
く
、
「
業
務
監
査
委
員
会
」
を
設
置
す
る
こ
と 

 

を
平
成
九
年
十
一
月
二
十
一
日
開
催
の
取
締
役
会
で
決
定
し
た
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。 

拓
銀
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
「
業
務
監
査
委
員
会
」
の
設
置
の
趣
旨
は
、
円
滑
な
業
務
運
営
を
行
う
た
め
、
及
び
資
産 

 

内
容
の
劣
化
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
投
融
資
、
資
産
処
分
等
の
業
務
処
理
案
件
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。 

に
関
し
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
改
善
を
命
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

あ
わ
せ
て
、
拓
銀
は
、
平
成
九
年
十
一
月
二
十
三
日
開
催
の
全
営
業
店
長
会
議
に
お
い
て
、
業
務
改
善
命
令
に
関
し
て
、

「
業
務
監
査
委
員
会
」
の
チ
ェ
ッ
ク
を
経
た
上
で
、
健
全
な
融
資
先
と
の
取
引
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
対
応
を
行
う
等
の 

五 

 



 

 
 九

に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

     

方
針
を
説
明
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

拓
銀
か
ら
報
告
と
し
て
受
領
し
た
公
表
文
書
は
、
別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
。 

七
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
拓
銀
か
ら
報
告
を
受
け
て
い
る
。 

業
務
改
善
命
令
に
お
い
て
、
拓
銀
は
、
命
令
の
実
施
状
況
を
大
蔵
省
に
適
宜
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

六 

 



 

 

 

 

 

七 七 


